
（柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう）

申請書の振込先等金融機関欄は使用しません。
【柔整】 

【鍼灸】 

※口座が記載されていても支障はありませんが、当口座へは振込できません。

4:別段 番号

3:当地払 3:通知          　  農協  　 　　 本・支所 口座

1:振込 1:普通          　  銀行  　 　  　 本店 口座
2:銀行送金 2:当座     　 　    金庫 　　　　 　支店 名称

支

払
機

関
欄

支払区分 預金の種類  金融機関 ﾌﾘｶﾞﾅ

振 込 先

金融機関

【例】令和 5年 11 月 10 日（金）に窓口提出した場合 
令和 5年 11 月提出分以降、当該口座にお振込みし、当該送付先に関係書
類を送付します。 

※窓口提出、郵送提出ともに令和 5年 6月 12日（月）以降受取分

振込口座・送付先等の登録（令和５年７月提出分以降） 
「柔道整復施術療養費・医療費支給申請書」、「医療費支給申請書」及び「福祉
給付金支給申請書」（以下「申請書」という）については、令和５年７月提出分
以降の初回の振込みの前に振込口座の登録が必要になります。 
また、施術所以外へ医療費等支払決定通知書や返戻申請書等の関係書類を送
付する場合についても、同様に送付先の登録が必要になります。 
※令和５年６月提出分以前から振込みしていた施術所、施術所以外へ関係書類
を送付していた施術所も初回の登録が必須です。 
※初回の登録以降、内容に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。 

登録（変更）期限 
月の 10日（土日祝日の場合は前開庁日）までに登録（オンライン申請の場合
は入力日、書類申請の場合は必着）のあった場合は、当該月提出分以降の振込口
座及び書類の送付先に使用します。 

. 
振込口座・送付先等の変更 
登録した振込口座・送付先等を変更する場合は、変更手続きが必要です。変更

期限は、登録の場合と同様です。 
手続き漏れにより、意図した口座とは違う口座へ振込みがあった場合でも再
振込等の対応はできませんのでご了承ください。なお、変更を行う場合は、変更
箇所に関わらず全ての事項について再度登録する必要があります。 

令和 5年 7月提出分以降 (※)、振込口座等の登録（変更）
が必要になります。

使用しない 

裏面に続く 

使用しない 



留意事項 
・申請書右肩の施術機関コード（又は施術機関番号）欄を振込み等に使用しま
すので、誤りや漏れのないよう記載してください。使用の申請書様式が右肩に
なく、システム改修が困難な場合等は、当面の間従前の様式で構いません。 
１．柔道整復 
７桁

２．あん摩・マッサージ、はり・きゅう 
都道府県コードの「23」と点数表区分の「7」に引き続き７桁の合計１０桁

振込口座・送付先等の登録（変更）方法 
オンライン申請又は書類申請での登録（変更）を行ってください。変更する場
合も同様の手順で変更（更新）を行ってください。 
１．オンライン申請 
次のURL 又は QRコードから必要事項を入力すると、 
スマートフォンやパソコン等で簡単に申請していただけます。  
https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya/smart-apply/apply-procedure-alias/fukushi-1

２．書類申請 
  「福祉医療費振込口座・送付先等登録（変更）票」に必要事項を記載して郵
送していただくか又は直接お持ちください。システムで読み取りますので、可
能な限りデータ入力したものによる提出をお願いいたします。 
■ 様式のダウンロード先（名古屋市公式HP） 
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000049504.html

■ 提出先 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 
名古屋市健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療係 
TEL 052-972-2574 / FAX 052-972-4148

様式第10号

　　 H・R　　　　　年　　　　　月分 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日提出

福 　福祉給付金支給申請書 （あん摩・マッサージ指圧師用）

6 7（あ て 先）名古屋市長 施 術 機 関 番 号 2 3 7 1 2 3 4 5

（様式第８号）

柔道整復施術療養費・医療費支給申請書（H・R　　年　　月分）
都道府県

番　　号 23 施術機関コード 1234567

こちらから

も申請でき

ます ➤


